
浦安市規則第１５号

浦安市税条例施行規則の一部を改正する規則

浦安市税条例施行規則（昭和56年規則第69号）の一部を次のように改正する。

別記第９号様式を次のように改める。



第９号様式



別記第46号様式（その２）を次のように改める。



第４６号様式（その２）



別記第49号様式（その１）及び（その２）を次のように改める。



第４９号様式（その１）



第４９号様式（その２）





別記第49号様式（その２）を別記第49号様式（その３）とし、別記第49号様

式（その１）の次に次の別記様式を加える。



第４９号様式（その２）



別記第50号様式、第51号様式及び第52号様式（その１）を次のように改める。



第５０号様式



第５１号様式



第５２号様式（その１）



別記第52号様式（その２）中「さき」を「先」に、

「 先に送付済の納税通知書は廃棄してください。同封の納税通知書に

て納付してください。

（注意） この処分について不服があるときは、この処分があつたことを知

つた日の翌日から起算して60日以内に、市長に対し、行政不服審

査法による異議申立てをすることができます。 」

を

「教示

この減免決定通知書の記載事項に不服がある場合は、この減免決定通知

書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に浦安市長に対して審査

請求をすることができます。この決定の取消しを求める訴えは、前記の審

査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に浦安

市を被告として（浦安市長が被告の代表者となります。）提起することが

できます。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後で

なければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があ

った日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は

手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ない

でも処分の取消しの訴えを提起することができます。 」

に改める。

別記第52号様式（その３）中「さき」を「先」に、

「

（注意） この処分について不服があるときは、この処分があつたことを知

つた日の翌日から起算して60日以内に、市長に対し、行政不服審

査法による異議申立てをすることができます。 」

を



「教示

この減免決定通知書の記載事項に不服がある場合は、この減免決定通知

書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に浦安市長に対して審査

請求をすることができます。この決定の取消しを求める訴えは、前記の審

査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に浦安

市を被告として（浦安市長が被告の代表者となります。）提起することが

できます。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後で

なければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があ

った日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は

手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ない

でも処分の取消しの訴えを提起することができます。 」

に改める。



別記第52号様式（その13）及び（その14）を削り、別記第52号様式（その12）

中「第119条の２」を「第119条の３」に改め、

「（注意） この処分について不服があるときは、この処分があつたことを知

つた日の翌日から起算して60日以内に、市長に対し、行政不服審

査法による異議申立てをすることができます。 」

を

「教示

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に、浦安市長に対して審査請求をすること

ができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過

すると審査請求をすることができなくなります。）。

２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、浦

安市を被告として（訴訟において浦安市を代表する者は浦安市長となり

ます。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次

の各号のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで

処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決

がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避け

るため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 」

に改め、同様式を別記第52号様式（その15）とする。

別記第52号様式（その11）中「特別土地保有税減免申請書」を

「特別土地保有税減免申請書」に改め、「㊞」及び「（  局    番）」

を削り、「第119条の２」を「第119条の３」に改め、同様式を別記第52号様式

（その14）とする。

別記第52号様式（その10）を次のように改める。



第５２号様式（その10）



別記第52号様式（その10）を別記第52号様式（その13）とする。

別記第52号様式（その９）を次のように改める。



第５２号様式（その９）



別記第52号様式（その９）を別記第52号様式（その12）とする。

別記第52号様式（その８）を次のように改める。



第５２号様式（その８）



別記第52号様式（その８）を別記第52号様式（その11）とする。

別記第52号様式（その７）を次のように改める。



第５２号様式（その７）



別記第52号様式（その７）を別記第52号様式（その10）とする。

別記第52号様式（その６）を次のように改める。



第５２号様式（その６）



別記第52号様式（その６）を別記第52号様式（その９）とする。

別記第52号様式（その５）中「ついて、」の次に「浦安市税条例施行規則第

６条第 号の規定により」を加え、

「（注意） この処分について不服があるときは、この処分があつたことを知

つた日の翌日から起算して60日以内に、市長に対し、行政不服審

査法による異議申立てをすることができます。 」

を

「教示

この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日

の翌日から起算して３か月以内に、浦安市長に対し、行政不服審査法によ

る審査請求をすることができます。ただし、地方税法第19条の４の規定に

よる日又は期限の方が、上記の期限よりも早いときは、その早い方の期限

までには審査請求をしなければなりません。

処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に係る決定の送達を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に、浦安市を被告として（浦安市長が被告の

代表者となります。）提起することができます。なお、処分の取消しの訴

えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することがで

きないこととされていますが、①審査請求があった日ら3か月を経過して

も裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著し

い損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことに

つき正当な理由があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提

起することができます。 」

に改め、同様式を別記第52号様式（その８）とする。

別記第52号様式（その４）中

「住 所（所在地）

 氏 名（名 称）          ㊞」 

を

「住 所（所在地）

氏 名（名 称）

電 話 番 号 」



に改め、「とおり」の次に「、市税に係る延滞金の」を加え、同様式を別記第

52号様式（その７）とし、別記第52号様式（その３）の次に次の別記様式を加

える。



第５２号様式（その４）



第５２号様式（その５）



第５２号様式（その６）



別記第57号様式（その１）中

「 「

青 青

色
を

色
に、「所得金額（Ａ－Ｂ－Ｃ）×

１
を

49 49 ２

１

」 」

「所得金額（Ａ－Ｂ－Ｃ）」に、

に、「は、（Ａ－Ｂ－Ｃ）×
１

の金額を、所得金額欄に記入してください」
２

を

「、実際の所得金額は（Ａ－Ｂ－Ｃ）に
１

をかけた金額です」
２

に改める。

別記第58号様式（その１）を削る。

別記第58号様式（その２）を次のように改める。



第５８号様式（その２）



別記第58号様式（その２）を別記第58号様式（その１）とし、同様式の次に

次の別記様式を加える。



第５８号様式（その２）



別記第59号様式を次のように改める。



第５９号様式



別記第60号様式（その１）、（その２）及び（その３）並びに第61号様式

（その１）を次のように改める。



第６０号様式（その１）



第６０号様式（その２）



第６０号様式（その３）



第６１号様式（その１）



 別記第61号様式（その２）中「㊞」を削る。 

 別記第61号様式（その３）中「あん分」を「按分」に改め、「㊞」を削り、

「第352条の２第３項」を「第352条の２第５項」に改める。

 別記第61号様式（その４）中「㊞」を削り、「附則第16条」を「附則第15条

の６」に、「第71条」を「附則第10条の３」に改める。

別記第61の２号様式中

「

氏 名 印

」

を

「

氏 名

」

に改める。

第61の３号様式（その１）、（その２）、（その３）及び（その４）を次の

ように改める。



第６１の３号様式（その１）



第６１の３号様式（その２）



第６１の３号様式（その３）



第６１の３号様式（その４）



別記第64号様式を次のように改める。



第６４号様式



別記第65号様式（その１）及び（その２）を削る。

 別記第65号様式（その３）を「㊞」を削り、同様式を別記第65号様式（その

１）とする。

別記第65号様式（その４）を次のように改める。



第６５号様式（その４）



別記第65号様式（その４）を別記第65号様式（その２）とする。

別記第67号様式を次のように改める。



第６７号様式



別記第68号様式（その１）、（その２）及び（その３）を次のように改める。



第６８号様式（その１）



第６８号様式（その２）



第６８号様式（その３）



附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。


